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改正前 改正後 

第１章  総則 

 

第 1 条 この支部は、全日本学生自動車連盟

九州支部 (以下本支部という)と称する。 

 

第２条 全日本学生自動車連盟九州支部は、

福岡県、佐賀県、熊本県、長崎県、大分県、

宮崎県、鹿児島県、沖縄県に所在する大学の

自動車部を管轄する。 

 

第３条 本支部の事務局は、当該年度に支部

委員長を輩出した大学の自動車部に置く。 

 

第２章  目的 

 

第４条 この支部は、全日本学生自動車連盟

(以下、連盟本部と呼ぶ)の方針に基づいて、

学生スポーツの本旨に基づき、健全なモータ

ースポーツを通じて連盟員相互の親睦、人格

の陶冶、整備技術の研究、運転マナーの向上

啓発を図り、自動車文化に貢献することを目

的とする。 

 

第５条 当支部は、共通項目の審議と運営及

び連盟本部及び各加盟大学間の連絡と調整

を図る。 

 

第３章  事業 

 

第６条 当支部は、第４条の目的を達成する

ために次の事業を行う。 

１ 各種モータースポーツの九州支部選手

権大会 

全九州学生ジムカーナ選手権大会 

全九州学生ダートトライアル選手権大会 

全九州学生ラリー選手権大会 

全九州学生自動車運転競技選手権大会 

連盟本部が行う事業への参加・協力 

その他、連盟の目的達成に必要な事業 

第１章   総則 

 

第１条 当団体は、全日本学生自動車連盟九

州支部(以下当支部という)と称する。 

 

第２条 当支部は、福岡県、佐賀県、熊本県、

長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

に所在する大学の自動車部を管轄する。 

 

 

第３条 当支部の事務局は、当該年度に常任

委員長を輩出した大学の自動車部に置く。 

 

第２章  目的 

 

第４条 当支部は、全日本学生自動車連盟(以

下、連盟本部という)の方針に基づいて、 

学生スポーツの本旨に基づき、健全なモータ

ースポーツを通じて連盟員相互の親睦、人格

の陶冶、整備技術の研究、運転マナーの向上

啓発を図り、自動車文化に貢献することを目

的とする。 

 

第５条 当支部は、共通項目の審議と運営及

び連盟本部及び各加盟校間の連絡と調整を

図る。 

 

第３章   事業 

 

第６条 当支部は、第４条の目的を達成する

ために次の事業を行う。 

１ 各種モータースポーツの九州支部選手権

大会 

(1) 全九州学生ジムカーナ選手権大会 

(2) 全九州学生ダートトライアル選手権大

会 

(3) 全九州学生ラリー選手権大会 

(4) 全九州学生自動車運転競技選手権大会 

(5) 連盟本部が行う事業への参加・協力 
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２ 整備技術の向上及びモータースポーツ

の総合研究 

３ 災害時における救援物資等の輸送協力

とボランティア活動 

４ 交通道徳の啓発及び交通に関する環境

問題の研究、eco ドライブに関する啓蒙・協

力 

５ 自動車の改良発展に寄与する研究、その

他当支部の目的達成に必要とする事業 

 

第４章  組織 

 

第 7 条 この支部は、当支部所轄地域内に本

拠を置く大学の自動車部をもって組織し、原

則として１大学１自動車部とする。 

１ 本支部に加盟することは、同時に連盟本

部に加盟することとなる。 

２ 本支部に新規、および再加盟を希望する

際は、常任委員会の承認を必要とする。当該

大学の新規、および再加盟を常任委員会が適

切でないと判断した場合、これを拒否する事

ができる。 

３加盟には準加盟校として１年以上の支部

活動を経た後、支部長の推薦により、連盟総

会の承認を得た後正加盟校となる。 

４ 本支部加盟校は、本支部総会及び連盟総

会における議決権を有する。 

５ 加盟校は、当支部主催の競技会、又は行

事に参加資格を有し、支部戦上位校は全日本

大会への出場資格を有することができる。 

第８条 加盟校資格の取得に関する規定及

び資格の喪失 

１ 当支部への加盟の意思表示後、当支部主

催の競技会、又は行事に年３分の１以上参加

することを要する。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、

本支部加盟大学の資格を喪失する。  

(1) 加盟校の大学が解散又は本拠の当支部

(6) その他、連盟の目的達成に必要な事業 

２ 整備技術の向上及びモータースポーツの

総合研究 

３ 災害時における救援物資等の輸送協力と

ボランティア活動 

４ 交通道徳の啓発及び交通に関する環境問

題の研究、eco ドライブに関する啓蒙・協力 

 

５ 自動車の改良発展に寄与する研究、その

他当支部の目的達成に必要とする事業 

  

第４章  組織 

 

第７条 当支部は、当支部所轄地域内に本拠

を置く大学の自動車部をもって組織し、原則

として１大学１自動車部とする。 

１ 当支部に加盟することは、同時に連盟本

部に加盟することとなる。 

２ 当支部に新規、および再加盟を希望する

際は常任委員会の承認を必要とする。当該大

学の新規、及び再加盟を常任委員会が適切で

ないと判断した場合、これを拒否することが

出来る。 

３ 加盟には準加盟校として１年以上の支部

活動を経た後、支部長の推薦により、連盟総

会の承認を得た後正加盟校となる。 

４ 当支部加盟校は、当支部総会及び連盟総

会における議決権を有する。 

５ 加盟校は、当支部主催の競技会、又は行

事に参加資格を有し、支部戦上位校は全日本

大会への出場資格を有することができる。 

第８条 加盟校資格の取得に関する規定及び

資格の喪失 

１ 当支部への加盟の意思表示後、当支部主

催の競技会、又は行事に年３分の１以上参加

することを要する。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、

当支部加盟大学の資格を喪失する。 

(1) 加盟校の大学が解散又は本拠の当支部



 

 

 

全日本学生自動車連盟九州支部規約改正       平成２０年 1２月 ６日 

 3 

改正前 改正後 

所轄地域外への移転があった場合及び当該

自動車部の解散。 

(2) 法令の規定又は本規約に著しく違反し

た場合。 

(3) 脱退権の正当な行使の場合。 

(4) 正当な理由なく無届で５年度以上に及

ぶ支部行事への不参加があった場合及び休

盟。又、本支部が開催する年間行事（含委員

会）に３分の２以上欠席した場合。 

(5) 当支部加盟校の４分の３以上の連名に

よる要求があった場合。 

(6) 上記の義務を怠った場合、当支部より

当該加盟校除名の発議がなされ、支部構成員

大学の３分の２以上が出席した総会におい

て、３分の２以上の議決により承認を得て除

名がなされる。 

ただし当支部より事前に勧告を行い、その上

で、当該加盟校への加盟資格剥奪を通達す

る。 

(7) 前項の場合でも、十分に反省が見られ

る場合再加盟を妨げない。 

 

第５章  役員 

 

第９条 当支部に、次の役員を置く。 

(1)支部長      １名 

(2)理事       ２名以上５名以内 

(3)監事       ２名 

(4)委員長(学生)   １名 

(5)副委員長(学生)  ２名 

(6)会計(学生)    １名 

(7)常任委員(学生)  若干名 

 

第１０条 支部長は、本支部加盟大学の推薦

により、支部総会の承認を得て決定する。 

１ 支部長は、本支部の職務を総括し、本支

部を代表する。 

２ 支部長に事故があるときは、理事の中か

ら選ばれた者がその職務を代理する。 

所轄地域外への移転があった場合及び当該

自動車部の解散。 

(2) 法令の規定又は本規約に著しく違反し

た場合。 

(3) 脱退権の正当な行使の場合。 

(4) 正当な理由なく無届で連続５年度以上

に及ぶ支部行事への不参加があった場合及

び休盟。又、本支部が開催する年間行事（含

委員会）に３分の２以上欠席した場合。 

(5) 当支部加盟校の４分の３以上の連名に

よる要求があった場合。 

(6) 上記の義務を怠った場合、当支部より当

該加盟校除名の発議がなされ、総会構成員の

３分の２以上が出席した総会において、３分

の２以上の議決により承認を得て除名がな

される。 

ただし当支部より事前に勧告を行い、その上

で、当該加盟校への加盟資格剥奪を通達す

る。 

(7) 前項の場合でも、十分に反省が見られる

場合再加盟を妨げない。 

  

第５章  役員 

 

第９条 当支部に、次の役員を置く。 

(1) 支部長   １名 

(2) 副支部長   １名   

(3) 理事   ２名以上５名以内 

(4) 監事   ２名 

(5) 委員長(学生)  １名 

(6) 副委員長(学生) ２名 

(7) 会計(学生)   １名 

(8) 常任委員(学生) 若干名 

第１０条 支部長は、当支部加盟大学の推薦

により、支部総会の承認を得て決定する。 

１ 支部長は、当支部の職務を総括し、当支

部を代表する。 

２ 支部長に事故があるときは、副支部長が

その職務を代理する。 
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第１１条 理事は加盟大学の推薦により、支

部総会の承認を得て選任する。 

第１２条 監事は、本支部役員以外の者から

支部総会の承認を得て選任する。 

１ 監事は、本支部の財産状況、運営状況及

び会計について監査する。 

 

第１４条 委員長、副委員長及び常任委員の

選任は、加盟大学学生の互選による。 

１ 委員長は、支部運営を統括し、主宰する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に

事故あるとき、又は委員長が欠けたときその

職務を代行する。 

３ 会計は、委員長が指名し、本支部の財政

を管理する。 

４ 常任委員は、加盟大学の推薦により、委

員長が指名する。 

５ 常任委員には、ジムカーナ、ダートトラ

イアル、ラリー、運転競技等の各担当補職を

付す。 

 

第１５条 役員の任期は以下のとおりとし、

再任を妨げない 

(1)支部長      ４年 

(2)理事       ４年 

(3)監事       ４年 

(4)委員長(学生)    １年 

(5)副委員長(学生)   １年 

(6)会計(学生)     １年 

(7)常任委員(学生)   １年 

(8)最終年度の任期は１１月末日をもって任

期終了とする。 

 

１ 理事又は監事のうち、その定数の２分の

１を超えるものが欠けたときは、１月以内に

補充しなければならない。 

２ 任期途中で交代した役員の任期は、前任

第１１条 副支部長は支部長が指名し、支部

総会の承認を得て選任する。 

第１２条 理事は加盟大学の推薦により、支

部総会の承認を得て選任する。 

第１３条 監事は、当支部役員以外の者から

支部総会の承認を得て選任する。 

１ 監事は、当支部の財産状況、運営状況及

び会計について監査する。 

 

第１４条 委員長、副委員長及び常任委員の

選任は、加盟大学学生の互選による。 

１ 委員長は、支部運営を統括し、主宰する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に

事故あるとき、又は委員長が欠けたときその

職務を代行する。 

３ 会計は、委員長が指名し、当支部の財政

を管理する。 

４ 常任委員は、加盟大学の推薦により、委

員長が指名する。 

５ 常任委員には、ジムカーナ、ダートトラ

イアル、ラリー、運転競技等の各担当補職を

付す。 

  

第１５条 役員の任期は以下のとおりとし、

再任を妨げない 

(1) 支部長      ４年 

(2) 副支部長     ４年 

(3) 理事        ４年 

(4) 監事        ４年 

(5) 委員長(学生)    １年 

(6) 副委員長(学生)   １年 

(7) 会計(学生)     １年 

(8) 常任委員(学生)   １年 

(9) 最終年度の任期は１１月末日をもって

任期終了とする。 

１ 理事又は監事のうち、その定数の２分の

１を超えるものが欠けたときは、１月以内に

補充しなければならない。 

２ 任期途中で交代した役員の任期は、前任
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者の残任期間とする。 

 

第１６条 役員が次の各号のいずれかに該当

するときは、総会構成員の３分の２以上が出

席した総会において、３分の２以上の議決に

よりこれを解任することができる。 

(1) 法令の規定違反又はこの規約に著しく

違反したとき。 

(2) 健康上の理由により職務の遂行に耐え

ないと判断されたとき。 

(3) 職務上著しく義務違反したとき。 

 

第１７条 本支部に、名誉支部長及び顧問を

置くことができる。 

２ 名誉支部長及び顧問は、総会の承認を得

て支部長が委嘱する。 

 

第６章  会議 

 

第１８条 総会は、九州支部役員と各加盟大

学代表者１名とで構成する。 

１ 総会は、毎年１回開催し、支部長が召集

する。 

２ 支部長が必要と認めたときは、臨時総会

を招集することができる。 

３ 支部長は、当支部加盟大学の３分の２以

上の請求があった場合、臨時総会を招集しな

ければならない。 

４ 総会は、加盟大学の過半数をもって成立

し、議事は出席大学の過半数をもって決定す

る。 

５ 緊急を要するときは、文書または電子メ

ールによる出席により総会に代えることが

できる。 

６ 総会の開催についての招集、通達は、会

議の７日前までに発しなければならない。た

だし、緊急を要する場合は、この限りでない。 

７ 総会の決議について、直接の利害関係を

有する加盟校は、その議事の評決に加わるこ

者の残任期間とする。 

 

第１６条 役員が次の各号のいずれかに該当

するときは、総会構成員の３分の２以上が出

席した総会において、３分の２以上の議決に

よりこれを解任することができる。 

(1) 法令の規定違反又はこの規約に著しく

違反したとき。 

(2) 健康上の理由により職務の遂行に耐え

ないと判断されたとき。 

(3) 職務上著しく義務違反したとき。 

 

第１７条 当支部に、名誉支部長及び顧問を

置くことができる。 

１ 名誉支部長及び顧問は、総会の承認を得

て支部長が委嘱する。 

 

第６章   会議 

 

第１８条 総会は、当支部役員と各加盟大学

代表者１名とで構成する。 

１ 総会は、毎年１回開催し、支部長が召集

する。 

２ 支部長が必要と認めたときは、臨時総会

を招集することができる。 

３ 支部長は、当支部加盟大学の３分の２以

上の請求があった場合、臨時総会を招集しな

ければならない。 

４ 総会は、総会構成員の過半数をもって成

立し、議事は出席者の過半数をもって決定す

る。 

５ 緊急を要するときは、文書または電子メ

ールによる出席により総会に代えることが

できる。 

６ 総会の開催についての招集、通達は、会

議の７日前までに発しなければならない。た

だし、緊急を要する場合は、この限りでない。 

７ 総会に議長を置き、支部長もしくは委員

長をもって充てる。 
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とができない。 

 

 

 

 

第１９条 理事会は、支部長、理事、監事、

委員長、副委員長、会計で構成する。  

 

１ 理事会は、支部長が招集し、構成員の３

分の２以上の出席で成立し、出席構成員の過

半数で決する。ただし、第７項の規定による

除斥のため３分の２に達しないときは、この

限りでない。 

２ 支部長は、理事会構成員の３分の２以上

から会議に付議すべき事項及び招集の理由

を示して、理事会の招集を請求された場合に

は、その請求のあった日から７日以内に、こ

れを招集しなければならない。 

３ 前項の通知は、第１８条第７項の規定を

準用する。 

４ 理事会に議長を置き、支部長をもって充

てる。 

５ 理事会の決議について、直接の利害関係

を有する理事は、その議事の議決に加わるこ

とができない。 

 

第２０条 理事会の出席は、文書又は電子メ

ールによる委任を有効とする。 

 

第２１条 常任委員会は、委員長、副委員長、

会計、常任委員で構成する。 

１ 常任委員会は、委員長が召集し、委員の

各々２分の１以上の出席、書面、又は電子メ

ールによる委任がなければ、会議を開き、当

支部の事業運営について審議議決すること

ができない。 

２ 常任委員会は、決算書、事業報告書、次

年度予算書、次年度事業計画の作成をおこな

い、総会の承認を得るものとする。 

８ 総会の決議について、直接の利害関係を

有する加盟校は、その議事の評決に加わるこ

とができない。 

   

 

第１９条 理事会は、支部長、副支部長、理

事、監事、委員長、副委員長、会計で構成す

る。 

１ 理事会は、支部長が招集し、構成員の３

分の２以上の出席で成立し、出席構成員の過

半数で決する。ただし、第７項の規定による

除斥のため３分の２に達しないときは、この

限りでない。 

２ 支部長は、理事会構成員の３分の２以上

から会議に付議すべき事項及び招集の理由

を示して、理事会の招集を請求された場合に

は、その請求のあった日から７日以内に、こ

れを招集しなければならない。 

３ 前項の通知は、第１８条第７項の規定を

準用する。 

４ 理事会に議長を置き、支部長をもって充

てる。 

５ 理事会の決議について、直接の利害関係

を有する理事は、その議事の議決に加わるこ

とができない。 

 

第２０条 理事会の出席は、文書又は電子メ

ールによる委任を有効とする。 

 

第２１条 常任委員会は、委員長、副委員長、

会計、常任委員で構成する。 

１ 常任委員会は、委員長が召集し、委員の

各々２分の１以上の出席、書面、又は電子メ

ールによる委任がなければ、会議を開き、当

支部の事業運営について審議議決すること

ができない。 

２ 常任委員会は、決算書、事業報告書、次

年度予算書、次年度事業計画の作成をおこな

い、総会の承認を得るものとする。 
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改正前 改正後 

３ 常任委員会は、必要に応じて何回でも開

催される。 

４ 常任委員会は、規則の臨時改正並びに公

式通知、通達及び決定をすることができる。

ただし規則の臨時改正は、理事会での承認が

なければ翌年度以降効力を有しない。 

 

第２２条 主将会議は、当支部加盟大学の主

将で構成する。 

１ 主将会議への出席は、副将、幹事･主務等

の代理出席を認める。 

２ 主将会議は、事業の運営その他について

審議する。 

  

第７章  会計 

 

第２３条 当支部の会計年度は、毎年度１２

月１日から次年度１１月末日までとする。 

 

第２４条 当支部の経費は、連盟費、競技会

参加費、寄付金その他の収入により支弁す

る。 

第２５条 常任委員会は、毎会計年度の予算

書及び決算書を作成し、理事会に提出して、

その審議を受け議決を経なければならない。 

 

第２６条 常任委員会は、支部の収支決算書

を作成し、監事の監査を受けねばならない。 

 

第２７条 当支部加盟大学は、別に定める連

盟費を年二回(前期及び後期)別途定める期日

までに納入しなければならない。郵送の場合

も、期日必着とする。 

 

第２８条 連盟費を３期分以上滞納した場

合、当支部より当該加盟校の除名勧告がなさ

れ、さらに総会の承認を得て除名がおこなわ

れる。 

 

３ 常任委員会は、必要に応じて何回でも開

催される。 

４ 常任委員会は、規則の臨時改正並びに公

式通知、通達及び決定をすることができる。

ただし規則の臨時改正は、理事会での承認が

なければ翌年度以降効力を有しない。 

 

第２２条 主将会議は、当支部加盟大学の主

将で構成する。 

１ 主将会議への出席は、副将、幹事･主務等

の代理出席を認める。 

２ 主将会議は、事業の運営その他について

審議する。 

 

第７章   会計 

 

第２３条 当支部の会計年度は、毎年度１２

月１日から次年度１１月末日までとする。 

 

第２４条 当支部の経費は、連盟費、競技会

参加費、寄付金その他の収入により支弁す

る。 

第２５条 常任委員会は、毎会計年度の予算

書及び決算書を作成し、総会で報告しなけれ

ばならない。 

   

第２６条 常任委員会は、支部の収支決算書

を作成し、監事の監査を受けねばならない。 

  

第２７条 当支部加盟大学は、別に定める連

盟費を年二回(前期及び後期)別途定める期日 

までに納入しなければならない。郵送の場合

も、期日必着とする。 

 

第２８条 連盟費を３期分以上滞納した場

合、当支部より当該加盟校の除名勧告がなさ

れ、さらに総会の承認を得て除名がおこなわ

れる。 
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改正前 改正後 

第２９条 競技参加費は、競技会の都度定め

られた期日までに納入しなければならない。 

 

第８章  加盟校の権利及び義務 

 

第３０条 すべての加盟校は、連盟本部及び

当支部総会の評決権について1校1票の権利

を平等に有し、加盟年数、構成員数、競技会

成績、その他いかなる理由によっても、差別

されない。 

 

第３１条 すべての加盟校は、連盟本部及び

当支部機関の決定する、規約、規則、公式通

知、通達又は、決定を誠実厳格に尊守する義

務を負う。 

 

第３２条 すべての加盟校は、連盟本部及び

当支部に対立し支障を来す団体を組織し又

は同様の団体に加入してはならない。 

 

第３３条 すべての加盟校は、原則として、

当支部が主催するすべての競技会、及び行事

に参加する権利を有し、義務を負う。又、そ

の成績に応じて連盟本部主催のすべての競

技会、及び行事に参加する権利を有し、義務

を負う。ただし、上位校が全日本大会出場を

辞退した場合、順次下位校が繰り上がるもの

とする。 

 

第３４条 すべての加盟校は、その本拠地を

移転する場合は、事前に又は移転後速やか

に、当支部に届けなければならない。 

 

第３５条 すべての加盟校は、当支部から脱

退することができる。ただし、第３２条で禁

止する行為を目的とする場合はその限りで

ない。 

 

第３６条 すべての加盟校は、連盟本部又は

第２９条 競技参加費は、競技会の都度定め

られた期日までに納入しなければならない。 

 

第８章 加盟校の権利及び義務 

 

第３０条 すべての加盟校は、連盟本部及び

当支部総会の評決権について 1 校 1 票の

権利を平等に有し、加盟年数、構成員数、競

技会成績、その他いかなる理由によっても、

差別されない。 

 

第３１条 すべての加盟校は、連盟本部及び

当支部機関の決定する、規約、規則、公式通 

知、通達又は、決定を誠実厳格に尊守する義

務を負う。 

 

第３２条 すべての加盟校は、連盟本部及び

当支部に対立し支障を来す団体を組織し又

は同様の団体に加入してはならない。 

 

第３３条 すべての加盟校は、原則として、

当支部が主催するすべての競技会、及び行事 

に参加する権利を有し、義務を負う。又、そ

の成績に応じて連盟本部主催のすべての競

技会、及び行事に参加する権利を有し、義務

を負う。ただし、上位校が全日本大会出場を

辞退した場合、順次下位校が繰り上がるもの

とする。 

 

第３４条 すべての加盟校は、その本拠地を

移転する場合は、事前に又は移転後速やか

に、当支部に届けなければならない。 

 

第３５条 すべての加盟校は、当支部から脱

退することができる。ただし、第３２条で禁 

止する行為を目的とする場合はその限りで

ない。 

 

第３６条 すべての加盟校は、連盟本部又は
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改正前 改正後 

当支部に対し、寄付を行う権利を有し、連盟

本部規約もしくは規則または当支部規則の

定めるところにより費用を分担する義務を

負う。 

 

第９章  機関 

 

第３７条 当支部における機関とは、当支部

規約又は規則に定める理事その他役員及び

その集合をいう。 

 

第３８条 当支部の機関決定は、次の各号の

いずれかの形式をとらねばならず、各号は、

そのまま優先順位を示し、上位のものの定め

る範囲内でその効力を有する。 

① 規約 

② 規則 

③ 公式通知 

④ 通達 

⑤ 決定（裁定を含む） 

１ 規約、規定及び公式通知は、確定日付及

び当支部名称又は略称を配し明文化されね

ばならない。 

２ 通達及び決定は、その内容、確定日付、

機関の出席者及びその記録者を明記しなけ

ればならない。 

３ 当支部の機関決定は、特に別段の定めな

きときは、出席者の過半数の賛成により成立

する。 

４ 当支部機関において意見が対立したとき

は議長が裁定する。議長は原則として各機関

の長がこれにあたる。但し、議長が利害関係

人の場合は、出席者の中から互選で選ぶ。 

５ 連盟本部との共有にかかる機関決定は、

連盟本部の承認を必要とする。 

    

第１０章  運営 

 

第３９条 当支部は、当該年度中に開催した

当支部に対し、寄付を行う権利を有し、連盟 

本部規約もしくは規則または当支部規則の

定めるところにより費用を分担する義務を

負う。 

  

第９章  機関 

 

第３７条 当支部における機関とは、当支部

規約又は規則に定める理事その他役員及び

その集合をいう。 

 

第３８条 当支部の機関決定は、次の各号の

いずれかの形式をとらねばならず、各号は、 

そのまま優先順位を示し、上位のものの定め

る範囲内でその効力を有する。 

① 規約 

② 規則 

③ 公式通知 

④ 通達 

⑤ 決定（裁定を含む） 

１ 規約、規定及び公式通知は、確定日付及

び当支部名称又は略称を配し明文化されね

ばならない。 

２ 通達及び決定は、その内容、確定日付、

機関の出席者及びその記録者を明記しなけ

ればならない。 

３ 当支部の機関決定は、特に別段の定めな

きときは、出席者の過半数の賛成により成立

する。 

４ 当支部機関において意見が対立したとき

は議長が裁定する。議長は原則として各機関

の長がこれにあたる。但し、議長が利害関係

人の場合は、出席者の中から互選で選ぶ。 

５ 連盟本部との共有にかかる機関決定は、

連盟本部の承認を必要とする。 

 

第１０章  運営 

 

第３９条 当支部は、当該年度中に開催した
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改正前 改正後 

全ての競技会に対し、ポイント制を採用し、

その得点の上位校及び上位者に総合杯を設

ける。なお、細則は別に定める。 

 

第４０条 当支部加盟校は、毎年４月末日迄

に部員及び部車登録を行うものとし、変更あ

る時は速やかに届け出なければならない。 

 

第４１条 当支部加盟校は、連盟本部及び当

支部主催の各行事に不参加の場合は、その理

由を事前に申し出なければならない。申し出

がない場合は、その年の他の連絡事項を、当

支部は一切行わない。 

 

第４２条 当支部加盟校は、連盟本部及び当

支部主催の各行事において参加登録を期日

迄に申し込むと共に参加金を期日迄に納め

なければならない。 

なお、連盟費の滞納が２期分以上ある場合

は、滞納の日から起算して、向こう１年間当

支部が行う競技会への参加を認めない。 

 

第４３条 当支部加盟校が、一般参加のジム

カーナ、ダートトライアル、ラリー等を主催

する場合、開催届を開催日の１週間前迄に委

員長宛届け出なければならない。 

 

第４４条 当支部加盟校が、当該加盟校の部

車で事故を起こした時は、いかなる場合にお

いても連盟本部に報告する義務を有する。そ

の事故の処分は、原則として支部理事会の意

見を聞き、決定し、支部総会の承認を得るも

のとする。 

 

第１１章  解散 

 

第４３条 当支部は、次の各号の事由により

解散する。 

２ 総会の決議（総会の全会一致によらなけ

全ての競技会に対し、ポイント制を採用し、 

その得点の上位校及び上位者に総合杯を設

ける。なお、細則は別に定める。 

 

第４０条 当支部加盟校は、毎年４月末日迄

に部員及び部車登録を行うものとし、変更あ 

る時は速やかに届け出なければならない。 

 

第４１条 当支部加盟校は、連盟本部及び当

支部主催の各行事に不参加の場合は、その理 

由を事前に申し出なければならない。申し出

がない場合は、その年の他の連絡を当支部は

一切行わない。 

 

第４２条 当支部加盟校は、連盟本部及び当

支部主催の各行事において参加登録を期日

迄に申し込むと共に参加金を期日迄に納め

なければならない。 

なお、連盟費の滞納が２期分以上ある場合

は、滞納の日から起算して、向こう１年間当 

支部が行う競技会への参加を認めない。 

  

第４３条 当支部加盟校が、一般参加のジム

カーナ、ダートトライアル、ラリー等を主催 

する場合、開催届を開催日の１週間前迄に委

員長宛届け出なければならない。 

 

第４４条 当支部加盟校が、当該加盟校の部

車で事故を起こしたときは、いかなる場合に 

おいても連盟本部に報告する義務を有する。

その事故の処分は原則として支部理事会の

意見を聞き決定し、総会の承認を得るものと

する。 

 

第１１章   解散 

 

第４３条 当支部は、次の各号の事由により

解散する。 

１ 総会の決議（総会の全会一致によらなけ
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改正前 改正後 

ればならない） 

３ 加盟校の欠亡 

 

第１２章  改正 

 

第４４条 この支部規約の改正は、加盟校の

請願その他の事由により、出席理事の３分の

２以上の賛成で理事会が発議し、総会におい

て加盟校の３分の２以上の賛成を必要とす

る。 

 

平成 19 年 12 月 8 日改正 

平成 20 年 4 月 1 日施行 

    附 則 

この規約は、平成２０年４月１日から施行す

る。 

 

ればならない） 

２ 加盟校の欠亡 

 

第１２章  改正 

 

第４４条 この支部規約の改正は、加盟校の

請願その他の事由により、出席理事の３分の 

２以上の賛成で理事会が発議し、総会におい

て加盟校の３分の２以上の賛成を必要とす

る。 

 

平成 20 年 12 月 6 日改正 

平成 20 年 12 月７日施行 

附 則 

この規約は、平成 20 年 12 月 7 日から施行

する。 

 


